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１ 保険給付費 

  これまでのサービス量の見込みをもとに、平成30年度から平成32年度までの給付 

額を推計した結果は以下のとおりです。 

図表154 介護給付の給付費 

（単位：百万円） 

区      分 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

居宅サービス    

  訪問介護    

  訪問入浴介護    

  訪問看護    

  訪問リハビリテーション    

  居宅療養管理指導    

  通所介護    

  通所リハビリテーション    

  短期入所生活介護    

  短期入所療養介護    

  特定施設入居者生活介護    

  福祉用具貸与    

地域密着型サービス    

  定期巡回・随時対応型訪問介護看護    

  夜間対応型訪問介護    

  
地域密着型通所介護    

認知症対応型通所介護    

 
小規模多機能型居宅介護    

 
認知症対応型共同生活介護    

  看護小規模多機能型居宅介護    

福祉用具購入    

住宅改修    

居宅介護支援    

施設サービス    

  介護老人福祉施設    

  介護老人保健施設    

  介護療養型医療施設    

合       計    

端数処理をしているため、合算した数値は一致しない場合があります。 

第 10章 給付費の推計 

現在、介護報酬改定について、国の社会保障

審議会介護給付費分科会で審議中であるた

め、給付費推計は空欄としています。 
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図表155 予防給付の給付費 

（単位：百万円） 

区      分 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

居宅サービス    

  介護予防訪問入浴介護    

  介護予防訪問看護    

  介護予防訪問リハビリテーション    

  介護予防居宅療養管理指導    

  介護予防通所リハビリテーション    

  介護予防短期入所生活介護    

  介護予防短期入所療養介護    

  介護予防特定施設入居者生活介護    

  介護予防福祉用具貸与    

地域密着型サービス    

 

 

 

 

介護予防認知症対応型通所介護    

介護予防小規模多機能型居宅介護    

介護予防認知症対応型共同生活介護    

介護予防福祉用具購入    

介護予防住宅改修    

介護予防支援    

  合      計    

 端数処理をしているため、合算した数値は一致しない場合があります。 

 

 

 

図表156 特別給付の給付費 

 

（単位：百万円） 

区      分 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

施設入浴サービス    

搬送サービス    

合      計    

端数処理をしているため、合算した数値は一致しない場合があります。 
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図表157 保険給付費合計 

（単位：百万円） 

区      分 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

介護給付費    

介護予防給付費    

特別給付費    

高額介護サービス費等※    

合      計    

端数処理をしているため、合算した数値は一致しない場合があります。 

※高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費、特定入所者介護サービス費、審査支払 

手数料の合計です。 
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２ 保険給付費にかかる財源の仕組み 

 

介護保険サービスを利用する場合、前年の所得が一定額を超えない限り費用の１割

が自己負担となり、残りの９割が保険から給付されます。 

その財源の約半分は国、県、市が公費で負担し、残りを被保険者の保険料で賄うこ

ととなります。 

なお、平成30年度から平成32年度の財源構成については、下図のとおりです。 

（ただし、特別給付に関しては、第１号被保険者の保険料のみで賄われています。）  

 

 

  図表158 居宅給付費の財源内訳      図表159 施設等給付費の財源内訳 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１号被保険者：65歳以上の被保険者 

第２号被保険者：40歳～64歳の被保険者 

 

※調整交付金とは 

      介護給付費財政調整交付金の略称で、各市町村間の第１号被保険者の保険料の格差を 

      調整するために、全国の介護保険の給付にかかる費用の５％に相当する額で国が負担 

      するもの。各市町村の65歳～74歳、75歳～84歳および85歳以上の被保険者の比率と 

      高齢者の所得水準に応じて配分される。 
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３ 地域支援事業費 

 

地域支援事業とは、高齢者が要介護状態等となることを予防するとともに、要介護

状態等となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営む

ことができるよう支援するため、介護保険法第115条の45の規定に基づき市が実施す

る事業です。 

  地域支援事業には、①介護予防・日常生活支援総合事業（必須事業）、②包括的支

援事業（必須事業）、③その他の事業（任意事業）があります。 

 

図表160 地域支援事業の構成 

 

  

  

  

  

 

  

  

   

  

  

 

 

総合事業の上限について 

総合事業の上限＝｛本市の事業開始の前年度の（予防給付（介護予防訪問介護、 

介護予防通所介護、介護予防支援）＋介護予防事業）の総額｝ 

×本市の75歳以上高齢者の伸び率 

 

 

 

 

 

 

① 介護予防・日常生活支援総合 

事業（総合事業） 

○介護予防・生活支援サービス事業 

○一般介護予防事業 

 

② 包括的支援事業 

・地域包括支援センター運営事業     

・高齢者虐待防止事業  

・在宅医療・介護連携推進事業 

・認知症総合支援事業 

・生活支援体制整備事業 等 

 

 

③ その他の事業 

・介護給付適正化事業 

・家族介護支援事業   等 

任意事業 

必須事業 

 

必須事業 
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図表161 地域支援事業の体系図 

 

事  業  名 主 な 内 容 

 

介 

護 

予 

防 

・ 

日 

常 

生 

活 

支 

援 

総 

合 

事 

業 

（ 

総 
合 

事 

業 

） 

介
護
予
防
・
生
活
支
援 

サ
ー
ビ
ス
事
業 

訪問型サービス 

介護予防訪問介護現行相当サービス 

住民主体型訪問サービス 

短期集中予防サービス 

通所型サービス 介護予防通所介護現行相当サービス 

介護予防支援事業 介護予防ケアマネジメント 

一 

般 

介 

護 

予 

防 

事 
業 

地域介護予防活動支援事業 

ふれあい地域健康教室 

地域の底力アップ教室 

介護予防ボランティア事業 

地域型介護予防教室 

介護予防普及啓発事業 

介護予防普及啓発講演会 

関節らくらく教室 

骨密度アップ教室 

尿もれ予防教室 

男性料理教室 

のみこみらくらく教室 

シニアのための栄養講座 

小食の方の栄養教室 

認知症予防教室 

うつ予防教室 

生涯現役講座 

地域リハビリテーション活動支援事業 

リハビリテーション専門職派遣 

地域づくり活動支援 

高齢者訪問指導 

言語障害者自主グループ支援 
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図表161  （続き） 

 

事  業  名 主 な 内 容 

包 

括 

的 

支 

援 

等 

事 

業 

包括的支援事業  

 

地域包括支援センター運営事業  

高齢者虐待防止事業  

地域ケア会議運営事業  

在宅医療・介護連携推進事業  

生活支援体制整備事業 

・高齢者生活支援体制整備推

進会議の開催 

・生活支援コーディネーター

の配置 

認知症総合支援事業  

任意事業   

 

介護給付適正化事業   

  介護給付適正化事業  

家族介護支援事業   

  

  

家族介護慰労金支給事業  

高齢者紙おむつ給付事業  

日常生活自立支援事業   

 

住宅改修支援事業  

成年後見制度利用支援事業   

シルバーハウジング生活援助員派遣事業   

認知症サポーター養成事業  
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介護予防・日常生活支援総合事業のうち、要支援者等に提供される介護予防・生活

支援サービス事業の事業量及び費用額は、以下のように推計しました。 

 

図表162 介護予防・日常生活支援サービス事業年間見込量 

                                （単位：件・回） 

区      分 単位 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

訪問型サービス 

（介護予防訪問介護相当サービス） 
回 20,811 21,310 21,692 

通所型サービス 

（介護予防通所介護相当サービス） 
回 119,903 122,801 125,082 

訪問型短期集中予防サービス 件 21 21 21 

介護予防ケアマネジメント 件 20,556 21,068 21,425 

 

図表163 介護予防・日常生活支援サービス事業費用額 

   （単位：百万円） 

区      分 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

訪問型サービス    

通所型サービス    

介護予防ケアマネジメント    

※訪問型短期集中予防サービスは、市直営で実施のため、件数と費用が連動していないことから、

本表には計上していません。 

 

上記の他に、住民主体の団体により提供される生活支援サービスがあります。提供団

体数（支え合い団体数）の見込量は、以下のとおりです。 

 

図表164 支え合い団体数の見込み量（再掲） 

 

第６期実績 第７期計画 

平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

13団体 15団体 17団体 19団体 
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図表165 地域支援事業費 

（単位：百万円） 

区     分 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

介護予防・日常生活支援総合事業    

 

介護予防・生活支援サービス事業    

一般介護予防事業    

包括的支援等事業    

合     計    

端数処理をしているため、合算した数値は一致しない場合があります。 

 

 

４ 地域支援事業費にかかる財源の仕組み 

 

地域支援事業費のうち介護予防・日常生活支援総合事業については、その財源の約

半分を国、県、市が公費で負担し、残りを被保険者の保険料で賄うこととなります。 

包括的支援等事業は、その財源の約８割を国、県、市が公費で負担し、残りを第１

号被保険者の保険料で賄うこととなります。 

なお、平成30年度から平成32年度の財源構成については、下図のとおりです。 

 

 

図表166 介護予防・日常生活支援     図表167 包括的支援等事業の財源構成 

総合事業の財源構成     

 

 

 

   

              

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国負担金
38.5%

神奈川県
負担金
19.25%

横須賀市
負担金
19.25%

第１号被
保険者の
保険料

23%

調整

交付金

α %

神奈川県

負担金

12.5%

国負担金

20%

横須賀市

負担金

12.5%

第２号被

保険者の

保険料

27%

第１号被

保険者の

保険料

28-α %
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５ 介護保険給付費等の総額 

 

前述した、「図表157 保険給付費合計」と「図表165 地域支援事業費合計」を合計

した総額は、以下のとおりです。 

 

図表168 介護保険給付費等総額 

（単位：百万円） 

区     分 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

保険給付費    

地域支援事業費    

合     計    

 端数処理をしているため、合算した数値は一致しない場合があります。 

 


